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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出フロー（電子提出） 
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 協議結果  

 

※通知書の交付は、郵送による交付も可能です。 

希望する場合は、受理通知から１週間以内に返信用封筒（レターパック等）に確

認書類（「受理印を押した届出書」または「①受付番号のわかるもの②受理印の

ない届出書の写し③委任状の原本（委任された場合のみ）」）を同封のうえ、お送

りください。確認書類は、通知書と一緒に返却いたします。 

照会先が買取りの希望がある場合 
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買取協議を行う旨の通知から３週間は譲渡することができない。 


